
相続⼈関係図 

TSL/夜間共有/相続⼈関係図 新たに作成したもの 

     

 

 

           

                                                        

   

                        

   

 

                                        

             

 

 

        

祖⽗⺟ 

 

 

祖⽗⺟ 

⽗⺟がいない場合 
祖⽗・祖⺟が 
第２順位 

 ⺟ 

 

 

 ⽗ 

第２順位 
第１順位がいなかった
場合相続⼈になる 

 被相続⼈   配偶者 

常に法定相続⼈ 

 配偶者の前夫 
  相続なし 
 （再婚の場合） 

 前夫との⼦  

  相続なし 

 

第１順位 

離婚 

  前妻 
  相続なし 
 

⼦ ⼦ 
前妻の⼦ 

 ⻑男の配偶者 
  相続なし 
 

孫
⼦ 

 ⼦がない場合孫が第１順位 

弟  弟の配偶者 
  相続なし 
 

甥
弟 

姪  姪の配偶者 

  相続なし 
 

  姪の⼦ 

  相続なし 
 

第３順位 

兄弟・姉妹がいない
場合、甥・姪が第２
順位 
 
第１，第２順位がい
ない場合のみ相続⼈
になる 
 


